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第２部 各国の失業保険、公的扶助制度等の概要と受給者の就労促進施策

１ 概要

生産年齢層に属する者が失業により経済的困窮に陥ったとき、所得を保障しその状況を救済

する制度として失業保険制度が、また、種々の理由から自らの力で生計を維持することができ

ない者一般のために公的扶助制度が、多くの国において整備されている。

これらの制度が整備されるにつれ、各種の給付の受給者が経済情勢及び雇用失業情勢の悪化

に従い増大するとともに、就労能力にもかかわらず就労せずに給付の受給を継続する者が増加

し、国民負担の増大につながるとの指摘も出るようになった。このため、各国でこれらの受給

者の就労を促進するという観点からの制度の見直しが行われてきた。こうした改革は、イギリ

スなどでは 「福祉から就労へ（ 」を目標とする政策といわれている。、 ）Welfare to Work

第２部においては、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン及びデンマーク

の６カ国の失業保険制度、公的扶助制度等の概要、近年における改革、改革に伴う新たな問題

点と今後の見通し等について紹介する。

２ 失業保険、公的扶助制度等の概要

(1) 失業保険

制度の概要・

各国とも労使又はいずれか一方の保険料の拠出を前提とした制度が整備されている。

根拠法令・

多くの国で法律に基づいて制度が整備されているが、フランスでは労使の協約により制

度が整備されている。

管理運営主体・

政府が直接管理運営するものと、民間団体が管理運営する場合がある。

アメリカの場合は連邦労働省が制度の大枠を決め、州政府がこれに基づいて制度を整備

する。州の管理運営主体は、州労働主管官庁とその下部機関たる公共職業安定所となって

いる場合が多い。

イギリス及びドイツの場合はそれぞれ雇用年金省及び連邦労働経済省が制度を定め、そ

の下部行政組織（イギリス）又は関係組織（ドイツ）が支給業務を行っている。

フランスの場合は、労使が協約に基づいて設立した民間団体の全国商工業雇用協会

（ ）及び商工業雇用協会（ ）が制度を管掌している。UNEDIC ASSEDIC

スウェーデン及びデンマークの場合は、政府が全体の制度の監督を行うものの、制度の

管理運営は民間団体たる失業保険基金が行っている。
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財源・

アメリカの場合は、事業主に課される連邦失業税及び州失業税（保険料）が財源となっ

ている。

イギリス、ドイツ及びフランスの場合は、労使の保険料及び国庫負担が財源となってい

る。スウェーデン及びデンマークの場合は、労働者が保険料を拠出しているが、国庫負担

により大部分が賄われている。

制度の対象者・

被用者が対象となるのはどの国においても共通である。イギリス、スウェーデン及びデ

ンマークでは自営業者も対象となる。被用者であることに加え、一定の年齢要件（イギリ

ス、ドイツ、デンマーク 、就労期間（スウェーデン）等の要件のある国もある。なお、）

アメリカ、イギリス、フランス及びドイツでは強制加入であるが、スウェーデンやデンマ

ークでは任意加入の制度となっている。

受給要件・

受給の要件として労働者に対して一定期間の保険料の拠出又は就労期間が要求されてい

る（イギリス１年間、ドイツ12ヵ月間、フランス６ヵ月、スウェーデン６ヵ月、デンマー

） 。ク12ヵ月等 。なお、アメリカでは一部の州を除いて労働者から保険料を徴収していない

各国とも、受給者の就労を促進するため、公共職業安定所への登録、就労努力、求職活動

等が求められている。

給付内容・

給付水準については、定率制をとる国と定額制をとる国があり、一概には比較できない。

例えば、デンマークでは、前職賃金の90％となっているのに対し、イギリスでは定額とな

っていて、25歳以上の者は週54.65ポンドとされている。

最大給付期間については、最も短いアメリカ及びイギリスでは26週間、最も長いデンマ

ークでは４年間となっている。

(2) 補足的な失業者扶助制度

制度の概要・

失業保険と公的扶助の中間的な性格の制度を整備している国がある。これは、通常の失

業保険の受給要件を満たさない失業者に対して、失業に関する手当を支給するもので、原

則として国庫負担により賄われる。具体的には、イギリスの所得調査制求職者給付、ドイ

ツの失業扶助、フランスの連帯失業手当及びスウェーデンの基礎保険がこれに該当する。

いずれも失業保険制度同様労働政策の枠組みの中で給付されるものである。
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根拠法令・

イギリスの所得調査制求職者給付は求職者給付法、ドイツの失業扶助は社会法典第３編、

フランスの連帯失業手当は労働法典、スウェーデンの基礎保険は失業保険法及び失業保険

基金法が根拠法令である。

管理運営主体・

イギリス及びドイツではそれぞれ雇用年金省及び連邦経済労働省の下部行政組織（イギ

リス）又は関係組織（ドイツ）が支給業務を行っている。フランスは全国商工業雇用協会

及び商工業雇用協会が、スウェーデンは失業保険基金が支給業務を行っている。

財源・

国庫による一般財源である。

制度の対象者及び受給要件・

いずれの国においても、保険料に基づく失業保険の要件を満たさない失業者等が制度の

対象となっていたが、ドイツでは失業保険給付期間が終了した人のみが対象になるよう変

更された。

受給要件については相当な違いがあるが、失業者であり、求職活動を行う準備ができて

いること、及び収入がないか又は低いことが共通の要件となっている。

給付内容・

給付額は、イギリスの場合は生活困窮者に対する公的扶助である所得補助と同額、ドイ

ツの場合は前職賃金の57％、フランスの場合は既婚・未婚の別及び所得により異なるが、

単身で手当申請時の月収が542.40ユーロ未満の場合は406.80ユーロ、スウェーデンの場合

は一律日額320クローネとなっている。給付期間は、イギリス、フランス及びドイツの場

合は受給要件を満たす限り無制限であり、スウェーデンの場合は一律300日（延長可）と

なっている。

(3) 公的扶助

制度の概要・

主な制度が１つである国と、複数の制度が分立している国がある。特にアメリカの場合

は、連邦の対象別の80以上の制度に加えて州及び地方自治体にいくつもの制度があり、錯

綜した制度となっている。

根拠法令・

各国とも原則として根拠法を定め、これに基づいて給付を行っている。ドイツ、スウェ

ーデンなどでは、法律は枠組みを決めるだけで、実施の詳細は地方自治体が決定している。
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管理運営主体・

地方自治体が行っていることが多い（フランスは県、ドイツは郡又は郡に属さない市、

スウェーデン及びデンマークは市町村 。）

アメリカでは、例えば貧困家庭一時扶助については連邦がガイドラインを示し、州がこ

れに沿った制度を創設し、管理運営は各州に委ねられている。一方、補足的所得保障につ

いては、連邦が管理運営している。

また、イギリスでは、所得補助は国（雇用年金省）が管理運営している。

財源・

アメリカの補足的所得保障、イギリスの所得補助、フランスの最低社会復帰扶助は全額

国の一般財源、アメリカの貧困家庭一時扶助及びデンマークの現金援助金は国及び地方自

治体（アメリカの場合は州）の一般財源、ドイツの社会扶助及びスウェーデンの社会扶助

は地方自治体の財源から賄われている。

制度の対象者及び受給要件・

対象者は、生活困窮者一般としているものが多いが、アメリカの貧困家庭一時扶助や補

足的所得保障のように子供のいる家庭や障害者等に制限しているものがある。また、所得、

資産が一定水準以下であることが受給の要件となっているものが多い。

給付内容・

食費、衣服、日常消費財、家賃等に必要な最低生計費を算出し、不足額を支給するとい

うのが制度の基本であるが、具体的な算定方法等は制度により異なっている。例えば、ア

メリカの貧困家庭一時扶助は各州に詳細を委ねており、フランスの最低社会復帰扶助は最

低賃金を算定に活用している。

給付期間については、要件を満たす限り無制限である場合が大部分であるが、アメリカ

の貧困家庭一時扶助のように生涯で最大５年間とされているものもある。

給付実績等・

給付実績は、受給者数でみると減少している国が少なくない。アメリカでは、受給期間

を最大５年間とするなどの改革の結果、貧困家庭一時扶助の受給者は1993年に約1,400万

人であったのものが、2001年には600万人を割り込んでいる。デンマークでは、現金援助

金の受給者は1993年に約180万人であったが、1995年には約120万人となっている。

３ 現行制度に至る改革

(1) 現行制度に至る改革前の問題点

失業給付、公的扶助等の受給者の増加・

失業保険及び公的扶助制度等の整備は、多くの国において受給者の増加を招いた。アメ
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リカでは、1984年から1994年までの10年間に、要扶養児童家庭扶助（貧困家庭一時扶助制

度の前身の制度）の受給者数は29％増加していた。ドイツにおいても、東西統一による旧

東ドイツ地域に対する支援の側面はあったにしても、1990年代には毎年10％の割合で公的

扶助制度の歳出が増大していた。また、失業給付についても、例えばイギリスではサッチ

ャー首相による市場重視の改革によって失業者数が増大し、1979年から1986年の間に受給

者数が３倍近くに増加した。スウェーデンにおいても、景気の落ち込みによって失業給付

受給者は1990年から1993年にかけて５倍近く増加した。

その他の問題・

各国において高齢化が進展することが予測される中で、働ける人が働かないのは社会的

にも経済的にも損失であるという問題が指摘されるようになってきた。

各国の実質 成長率の推移（1970～2001年）図３ GDP

資料出所 “ ”IMF International Financial Statistics Yearbook
（注） ドイツは1990年までは旧西独地域、1992年以降は統一独の数字（1991年は算定できず 。）
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各国の失業率の推移（1970～2001年）図４

資料出所 “ 2002”OECD Health Data
（注) ドイツは1990年までは旧西独地域の数字。

諸外国の国民負担率（対 、2000年）表８ GDP

租 税 社会保険 全 体

アメリカ 26.2 9.8 35.9

イギリス 41.4 9.8 51.2

ドイツ 31.2 25.3 56.5

フランス 39.8 25.0 64.8

スウェーデン 54.4 22.1 76.5

デンマーク 69.0 4.9 73.9

日本 23.2 14.0 37.2

資料出所 内閣府「平成12年度国民経済計算確報 、 “ 、」 ”OECD National Accounts
“ 2000”OECD Revenue Statistics

（注） アメリカは1997年の数字。

(2) 失業保険、公的扶助制度等の改革

趣旨・

各種の給付受給者の就労を促進するための改革が多くの国において行われた。これらの

改革は、就労可能な者についてはできる限り早く就労が可能となるよう、職業訓練への参

加を要請したり、求職活動を支援し、給付を真に必要な者に限定するという共通点がある。

イギリスなどでは「福祉から就労へ（ 」政策と呼ばれている。Welfare to Work）
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改革の内容・

ａ 失業給付受給者の就労促進

各国とも、失業給付受給者の就労促進施策を積極的に進めている。例えば、イギリス

は、求職者手当受給者に職業訓練への参加等を義務づける等のニューディール政策によ

って、その就労促進を図っている。フランスにおいては、2001年の失業保険制度の改革

によって、失業給付を受給するためには、雇用復帰援助プラン（就職斡旋及び職業訓練

等を含む就労促進措置。失業者ごとに個別計画を策定）への参加が義務づけられるよう

になった。また、デンマークにおいては、失業給付の受給期間の短縮、２年以上受給す

る場合のその者に対する職業訓練への参加の義務付け等が行われた。

ｂ 公的扶助受給者の就労促進

公的扶助受給者に対する就労促進施策も積極的に行われている。例えば、アメリカの

貧困家庭一時扶助制度は、生涯の給付期間に上限を設けるとともに、給付開始から24ヵ

月以内に就労活動（民間での就労、就労体験等）を行うことを受給者に求めている。ド

イツの社会扶助においては、就労扶助という形で、就労能力のある受給者に対し、その

就労困難性の度合いに応じて、就労準備活動（就労に慣れるためのプログラムへの参加

等）から助成金付き就職までのいくつかの選択肢を用意し、受給者にいずれかの活動に

参加することを要請し、一定の成果を挙げている。

ｃ 改革の特徴

これらの改革は、必ずしも給付の削減という面のみを有しているわけではない。援助

が必要な者に対してはこれを提供していく配慮もなされている。例えばアメリカにおい

ては、貧困家庭一時扶助の給付期間を生涯で最大５年間とする制度改正が行われたが、

同時に連邦から州への補助金の基本額を、この制度の前身である要扶養児童家庭扶助に

対する補助金の最も高かった額を基準に算定するなどの配慮を行っている。また、他の

種々の公的扶助制度が活用されることを前提に制度改正が行われている。したがって、

貧困家庭一時扶助の受給期間終了後も、他の公的扶助を受給することはできる。デンマ

ークにおいても、将来現金援助金の支給水準を引き下げることとしているが、家族のあ

る者については、引下げ幅に限度を設けることとしている。

改革の成果と問題点・

ａ 成果

改革は、一般的には良好な経済情勢も反映して、失業者の減少、公的扶助受給者の減

少という観点から、一定の成功を収めたと考えられる。例えば、失業率についてみれば、

イギリスではニューディール政策開始直前の1997年に6.5％であったものが2001年には

5.1％に低下し、デンマークでは大規模な労働市場改革直前の1993年に10.2％であった
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ものが2001年には4.3％に低下した。

また、アメリカ、デンマークのように公的扶助受給者が減少した国もある。

ｂ 問題点

一方、いくつかの疑問も指摘されている。例えば、改革により、真に給付が必要な者

が排除されることにならないかという問題や真に必要な支援が行われているかという問

題である。この点については、複数の国の担当者が以下のような指摘をしている。例え

ば、アメリカの貧困家庭一時扶助については 「連邦政府は、多くの対象者がまず基礎、

的な能力を向上させる必要があることを考慮していない 」との指摘があり、デンマー。

クにおいては 「麻薬、アルコール中毒患者、低学力者、基本的生活習慣のできていな、

い者等については、求職活動の前に、麻薬・アルコール中毒からの脱却、読み書き能力

の向上、約束の時間を厳守する習慣を身につけさせる等なすべきことがある。就労を前

提として国が画一的に定めた枠組での対応のみでうまく社会に統合していけるのか 」。

との指摘がある。

また、失業給付の受給者と公的扶助の受給者の就労を効率的に促進するためには、公

共職業安定機関と公的扶助実施機関の更なる連携が必要なのではないかという指摘があ

る。

４ 今後のあり方

今後、経済は、ドイツ、フランスなどでは引き続き低成長が予想され、その他の国について

も、大幅な成長は見込まれていない。また、いずれの国においても、程度の差こそあれ、人口

の高齢化の進展が予測されている。このような中で、各国が将来においても必要なセーフティ

ーネットを維持しつつ、就労可能な者については就労を促進するという方向での改革をいかに

して進め、失業給付や公的扶助の受給者の増加に伴う財政負担の増大を防ぐとともに、経済の

発展に必要な労働力を確保していくかが注目される。

2002年の各国通貨の為替レート（参考）

・アメリカ １ ド ル≒125.39円

・イギリス １ ポ ン ド≒187.96円

・ドイツ、フランス １ ユ ー ロ≒118.12円

・スウェーデン １クローナ≒ 12.22円

・デンマーク １クローネ≒ 15.88円



－23－

各 国 比 較 表
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失業保険、公的扶助制度等の概要表９

アメリカ イギリス ドイツ

１ 失業保険、公的扶助制 ・失業保険と公的扶助があ ・失業保険（拠出制・非拠出 ・失業保険、失業扶助と社会

度等の概要 る。公的扶助は包括的なも 制）と公的扶助がある。公 扶助がある。

のではなく、対象者の属性 的扶助はいくつかの制度が

等に応じた各制度が分立し 分立している。

ている。

(1) 失業保険 ・根拠法令は、連邦失業税法 ・根拠法令は、求職者給付法 ・根拠法令は、社会法典

と連邦社会保障法

・管理運営主体は、連邦政府 ・管理運営主体は、雇用年金 ・管理運営主体は、連邦雇用

及び各州政府 省 庁

・財源は、使用者の連邦失業 ・財源は、労使の保険料及び ・財源は、労使の保険料によ

税 国庫負担 るが、近年国庫が多額の補

填

・受給資格、欠格条項、給付 ・受給要件は、過去２年間に ・受給要件は、離職前に12ヵ

額、支給期間等については １年以上被保険者であった 月(季節労働は６ヵ月)以上

各州が決定 者等 被保険者であった者等

・給付の内容は前職賃金の50 ・給付の内容は、通常の労働 ・給付の内容は、前職賃金の

～70％ 者（25歳以上の者）で週 67％（扶養する子がいない

54.65ポンド 場合は60％）

・給付期間は、州により異な ・給付期間は、最大182日(26 ・給付期間は、雇用期間の長

るが最大26週の州が多数 週） さ・年齢により６～32ヵ月

(2) 補足的な なし （所得調査制求職者給付) （失業扶助）

失業者扶助 ・根拠法令は、求職者給付法 ・根拠法令は、社会法典

・管理運営主体は、雇用年金 ・管理運営主体は、連邦雇用

省 庁

・財源は、国の一般財源 ・財源は、国の一般財源

・制度の対象者は、失業保険 ・制度の対象者は、失業保険

の受給資格を持たない失業 の受給が終了した生活困難

者（資力調査による） 者（資力調査による）

・給付の内容は、所得補助と ・給付の内容は、前職賃金の

同一 57％

・給付期間は、無期限 ・給付期間は、65歳になるま

で原則無期限

(3) 公的扶助 (貧困家庭一時扶助( )) （所得補助) （社会扶助)TANF
・根拠法令は、社会保障法 ・根拠法令は、社会保障に関 ・根拠法令は、社会扶助法

する拠出及び給付法並びに

社会保障管理法

・管理運営主体は、州 ・管理運営主体は、雇用年金 ・管理運営主体は、地方自治

省 体

・財源は、連邦及び州の一般 ・財源は、国の一般財源 ・財源は、自治体の一般財源

財源

・制度の対象者は、未成年の ・制度の対象者は、高齢者､ ・制度の対象者は、生活困窮

児童、妊婦のいる世帯等 一人親､障害者等 者(資力調査による)

・給付内容は、州ごとに決定 ・給付内容は、年齢等の属性 ・必要な生計費を保障する生

に応じ個別に算定 活扶助と困難の内容に応じ

（その他の扶助） た特別扶助があり、生活扶

①補足的保障所得（ ) （社会基金） 助の一環として就労扶助をSSI
高齢者、障害者等が対象 ・所得補助では対応できない 実施

②メディケイド 突発的な必要に対応するた ・給付内容は、生計費を基礎

貧困家庭の児童、妊婦等が めの給付金又は種々の貸付 に個別に算定

対象 金 ・生活扶助は世帯への給付で
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と受給者の就労促進施策の比較表

フランス スウェーデン デンマーク

・失業保険、連帯失業手当（ ） ・失業保険（拠出・非拠出）と社 ・失業保険、現金援助金がある。ASS
と最低社会復帰扶助（ ）が 会扶助がある。RMI
ある。

・根拠法令はなく、労使協約に基づ ・根拠法令は、失業保険法及び失 ・根拠法令は、失業保険法

き実施 業保険基金法

・管理運営主体は、民間の商工業雇 ・管理運営主体は、労働者又は自 ・管理運営主体は、労働者又は自

用協会( )、全国商工業雇 営業者の団体である失業保険基 営業者の団体である失業保険基SSEDIC
用協会（ ) 金 金UNEDIC

・財源は、労使の保険料及び政府の ・財源は、労働者の拠出する保険 ・財源は、労働者の拠出する保険

補助金 料及び国からの補助金（割合が 料及び国からの補助金（割合が

大きい） 大きい）

・受給要件は、離職前に22ヵ月以上 ・受給要件は、離職前12ヵ月間に ・受給要件は、離職前３年間に52

雇用され、６ヵ月以上被保険者で ６ヵ月以上月70時間以上、又は 週間以上雇用され、12ヵ月以上

あった者等 連続する６ヵ月間に450時間以 被保険者であった者等

上被保険者であった者等

・給付の内容は、前職賃金により異 ・給付の内容は、前職賃金の80％ ・給付の内容は、前職賃金の90％

なるが、月額990.40ユーロ未満の

場合で前職賃金の75％

・給付期間は、雇用期間の長さ・年 ・給付期間は、最大600日（その ・給付期間は、最大４年で、１年

齢により７～42ヵ月 後活動保障プログラムに移行） 経過後は教育訓練参加が要件

（連帯失業手当（ ） （基礎保険） なしASS）
・根拠法令は、労働法典 ・根拠法令は、失業保険法及び失

業保険基金法

・管理運営主体は、商工業雇用協会 ・管理運営主体は、失業保険基金

（ 、全国商工業雇用 アルファASSEDIC）
協会（ ）UNEDIC
・財源は、国の一般財源 ・財源は、国の一般財源

・制度の対象となる者は、失業手当 ・制度の対象者は、失業保険基金

の受給期間が終了した長期失業者 に加入していない者、加入期間

が12ヵ月に満たない者で就労要

件を満たす者又は一定の要件を

満たす学生

・給付の内容は、収入及び配偶者の ・給付の内容は、一律日額320ク

有無によって異なり、月406.80ユ ローネ

ーロから月1,491.60ユーロ

・給付期間は、原則６ヵ月で、更新 ・給付期間は､最大600日 (その後

可能 活動保障プログラムに移行）

（最低社会復帰扶助（ ） （社会扶助） （現金援助金）RMI）
・根拠法令は、社会福祉・家族法典 ・根拠法令は、社会扶助法 ・根拠法令は、積極的社会政策法

・管理運営主体は、県 ・管理運営主体は、コミューン ・管理運営主体は、市

（市町村）

・財源は、国の一般財源 ・財源は、コミューンの一般財源 ・財源は､ 国と市の一般財源､ 1 2/
ずつ負担

・制度の対象者は、25歳以上65歳未 ・制度の対象者は、生活に困窮 ・制度の対象者は、デンマークに

満のフランス居住者で、生活に困 し、かつ就業努力を行っている 居住又は在留している者で、失

窮し、かつ就業努力を行っている 者（資力調査による） 業、疾病、妊娠等、自己又はそ

者 の家族に関して自己の状況が実

・給付内容は、最低賃金の一定割合 ・給付内容は、個別に算定する生 際に変化し、自己又はその家族

を基礎に個別に算定する生計費補 計費補助 の生活を維持することができな

助 いもの等

・給付内容は、個別に算定する生

計費補助
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アメリカ イギリス ドイツ

③食料スタンプ （その他の扶助） あり、給付水準は子供が多

所得水準が連邦の基準を下 ①住宅給付 いほど高くなるよう設定

回る世帯等が対象 賃貸住宅居住者に賃料相当 ・失業扶助との併給が可能

④一般扶助 額を支給

州、自治体の独自扶助 ②地方税給付

地方税納付者に地方税相当

（勤労所得税額控除） 額を支給

・所得税額から勤務所得税額 ③就労税額控除、児童税額控

控除を差し引くとマイナス 除

額が算出される者への税の 就労している低所得者、子

還付（実際は給付） 供を養育する低所得者を対

象として税の還付の形式で

給付

２ 現行制 (1) 現行制度 ・公的扶助受給者数の増加 ・失業保険受給者数の増加 ・失業扶助と社会扶助受給者

度に至る に至る改革 ・受給者の公的扶助への長期 ・給付費の増大 数と財政支出の増大

改革 前の問題点 依存の傾向 ・失業扶助と社会扶助制度の

・公的扶助受給者の子どもが 区分の不明確化

受給者となる「受給者の再 ・労働行政と社会福祉行政の

生産」 協力の不足

(2 ) 失業保 ・貧困家庭一時扶助( ) ・求職者給付の導入（1996 ・失業者削減への労働市場改TANF
険、公的扶 の導入(1996年) 年） 革（2002年～）

助制度等の 給付の制限（生涯で５年 ・ニューディール政策の実施 ・社会扶助受給者の就労促進

改革 間)､就職促進プログラムの （1998年～） （1990年代～）

●改革の内容 実施、両親の揃った家庭育 ・税額控除制度の導入及び改 ・労働行政と社会福祉行政の

成の促進、就労が有利とな 正（1999年、2003年） 協力の推進(2001年～)

る仕組みづくり等

●改革の成果 ・貧困家庭一時扶助受給者の ・失業保険受給者数の減少、 ・労働市場改革については、

と問題点 大幅な減少 就業者数の増加等 まだ評価が確定していない

・経済雇用状況の変化に伴う ・失業の改善は好調な経済に 状態

受給者数の増加への懸念 よるものであり、就労支援 ・社会扶助受給者の就労促進

・再就職後の職場への定着と 政策自体の寄与度を疑問視 及び労働行政と社会福祉行

生活水準の向上の問題 する考え方あり 政の協力の推進について

・黒人とヒスパニックの受給 は、中間的には一応の評価

者割合上昇、人種間の格差 あり

の問題

３ 今後のあり方 ・改革は成功 ・公的扶助制度については、 ・失業扶助と社会扶助の整理

・今後、雇用情勢の急激な改 制度の簡素化が必要 ・統合については、2004年

善が見られない中で、受給 ・就労支援施策は一定の効果 初めの実施に向けて取組み

者数を低いレベルに維持す を上げているとの評価を受 ・負担が増加すると思われる

るとともに、受給を終えた けており、さらなる改善を 国家財政の問題をどう解決

者が公的扶助に戻ることな 図りつつ引き続き実施 するかが焦点

く就業を継続し、より良い ・失業者及び社会扶助受給者

仕事に移っていけるように の就労促進支援に重要な役

することが課題 割を果たす対人サポート

（カウンセリング、ソーシ

ャルワーク等）を行う人材

の育成・確保が必要
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フランス スウェーデン デンマーク

・若年者の高失業率と失業の長期化 ・失業保険、社会扶助受給者の増 ・構造的な失業者の増大と現金援

・最低社会復帰扶助（ ）の受 加 助金への依存RMI
給者数の増加 ・労働行政と社会福祉行政の協力 ・福祉施策と失業対策の協力の不

の不足 足

・高い国民負担

・雇用復帰援助プラン（ 。失 ・失業保険制度の改革(1998年) ・失業保険制度の改革(1994年)PARE
業手当の受給と並行して積極的な ・活動保障プログラム（長期失業 ・現金援助金制度の改革(1994年)

求職活動を求める制度)の実施 者支援）の創設（2000年） ・社会福祉改革（1998年）

（2001年) ・社会扶助制度の改革（1990年代 ・現金援助金受給者に対する積極

・貧困・社会的疎外者対策全国行動 末～） 的労働市場政策の強化（2001

計画（低資格若年者を対象とする ・労働行政と社会福祉行政の協力 年）

プログラム及び長期失業 の推進 ・失業保険基金の職域独占制度のTRACE
者等の社会的疎外者を対象とする 廃止（2002年）

ニュースタートプログラム）の実

施（2001年）

・雇用復帰援助プランの適用者につ ・活動保障プログラムの１年目の ・1994年から開始された労働市場

いては一定の成果 評価は、参加者の就労チャンス 改革以降、失業率及び現金援助

・給付を受けるためには求職活動等 を高めると言う点では評価でき 金の受給者数は減少

の義務が伴うということについて るが、一般雇用への就労の点で ・麻薬・アルコール中毒者、低学

抵抗感を持つ者が多く、効果が上 は限定的 力者、基本的生活習慣のできて

がるまでにはまだ時間が必要 いない者等に対する就労促進の

問題

・度重なる改革による、従来の事

業枠組との整合性というような

実務的な問題

今後以下のような政策を実施予定 ・失業者を労働力を必要としてい ・就労促進のための労働市場・福

・社会生活復帰契約（ ）の導 る産業・分野にうまく転換して 祉改革は、概ね成功しているとCIVIS
入 いくことが必要 みられるが、さらなる改革が必

・就労最低所得保障制度（ ） ・就労困難者の支援に経験の蓄積 要RMA
の導入 のある社会福祉行政と労働行政 ・2002年10月７日 「より多くの、

・起業家支援策「経済イニシアティ の協力の推進がさらに必要 人々を労働市場に向かわせる」

ブ関連法案 （国会で審議中） ための就労促進措置について、」

与野党が合意


